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本稿は、いじめ防止対策推進法の制定後における、児童等の教育を受ける権利を擁護するスクー
ルソーシャルワークによるいじめ対策への働きかけの実際について、国並びに岐阜県等における状
況を報告し、今後の課題と展望を検討した。
本稿の検討で得られた結論は、現状として、いじめ対策として期待されるスクールソーシャルワー
ク機能は十分とは言えず、いじめ被害児もいじめ加害児もすべての子どもが教育を受ける権利を擁
護され、安心して安全に学べる学校を構築するために、「修復的対話」等ソーシャル・インクルー
シブな理念に叶うスクールソーシャルワーク実践を進展させる必要であるというものである。
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Ⅰ．問 題

平成25年 6 月28日、いじめ防止対策推進法（以下
「法」という。）が成立し公布された。この法は「い
じめ」が、いじめを受けた児童等の教育を受ける権
利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格
の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命
又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるも
のであることに鑑み、いじめの防止等のための対策
を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止
等のための対策に関する基本理念を定め、国及び地
方公共団体等の責務を明らかにし、いじめの防止等
のための対策の基本となる事項を定めるものである。
同法において国は「いじめ防止基本方針」を策定
し、地方公共団体においては地域の実情に応じた「地
域いじめ防止基本方針」の策定に努めることが求め
られることとなった。また、学校においてもその学
校の実情に応じた同様の基本的な方針の策定が求め
られた。さらに学校の設置者及びその設置する学校

が講ずべきいじめの防止等に関する措置や重大事態
への対処等についても規定されている。
本稿においては本法の制定後、児童等の教育を受

ける権利を擁護するスクールソーシャルワークによ
るいじめ対策への働きかけの実際について、国並び
に岐阜県等における状況を報告し、今後の課題と展
望を検討する。

Ⅱ．研究の方法

平成26年 1 月、岐阜県教育委員会は岐阜県社会福
祉士会に対し「平成26年度専門医巡回教育相談事業
及びいじめ防止対策推進法に係る県立学校設置組織
への専門家の推薦について（依頼）」を行い、筆者
ら社会福祉士数名が「いじめ防止対策推進法に係る
県立学校における学校いじめの防止等対策組織」の
委員を務めることとなった。また岐阜県が設置する
「岐阜県いじめ防止等対策審議会」や「岐阜県いじ
めによる重大事態債調査委員会」にも委員を派遣し
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ている。これらの取り組みにより得られた成果のう
ち、筆者らが関わる事案をケーススタディの方法で
検討した。
また、事案を吟味・検討していく上では既に公表
されている文献・資料をもとに成果と課題を検討す
る。これによって子どもの教育を受ける権利を擁護
するいじめ防止施策において社会福祉士等ソーシャ
ルワークを担う者が果たすべき機能や課題を考察
した。

Ⅲ．いじめ防止施策の実際

(1) いじめ防止施策の実際
文部科学省は「児童生徒の問題行動等生徒指導上
の諸問題に関する調査」において「いじめ」の定義
を昭和61年、平成 6年、平成18年に変更を加えてき
た。定義の変更は第一に「学校の認知」から「当該
児童生徒の認知」中心へと変化し、第二に「学校内」
から「学校内外」へ、そして「インターネット」を
含む認識に至っている。ネット上のいじめに関して
は、平成19年12月に子どもを守り育てる体制づくり
のための有識者会議が「喫緊の提案」をまとめてい
る。その後、同会議は「『ネット上のいじめ』から
子どもたちを守るために－見直そう！ケータイ・
ネットの利用のあり方を－」（平成20年 6 月）をま
とめ、国の通知「児童生徒が利用する携帯電話等を
巡る問題への取り組みの徹底について」発出（平成
20年 7 月）の契機を構成している。また、文部科学
省（2012）は学校・教員向けに「ネットいじめ」に
関する対応マニュアルや事例集も作成している。一
連の対応は、「ネットいじめ」が子どもの自殺と結
びつき、大きな社会問題となったことに関連が深い。
平成18年10月に発出された「いじめの問題への取
り組みの徹底について（通知）」の冒頭には、「いじ
めにより児童生徒が自らその命を絶つという痛まし
い事件が相次いで発生している」ことを「深刻に受
け止めている」とある。したがって、いじめを「早
期発見・早期対応」し、いじめを「許さない学校づ
くり」を進めなければならず、そのためのチェック
ポイントを示している。平成21年度の予算要求にお
いて文部科学省（2008）は、「いじめ対策緊急支援
総合事業（拡充）」を行っている。この事業の柱は3
点で、①学校問題解決支援事業、②いじめ未然防止

に向けた社会性育成事業、③子どもたちによる「い
じめ根絶運動」支援事業となっている。①における
説明として「学校だけでは解決困難ないじめ等の問
題行動等に対応するため、外部の専門家等からなる
チームの設置・派遣のあり方について調査研究を行
う。」とあり、国が予算の全額を負担する形でのス
クールソーシャルワーカー活用事業がモデル展開さ
れた時期と重なる。なお、同活用事業に関わり、鵜
飼（2008）は子どもの問題行動である「いじめ、不
登校、暴力行為等」の背景に「虐待や経済的困窮等
の家庭環境等に課題を抱える場合が多い」ため、学
校・家庭・地域の連携を構築していく必要があるた
めに、スクールソーシャルワーカーの導入がなされ
たとしている。また、鵜飼（2008）はスクールソー
シャルワーカーとスクールカウンセラーの違いを
「心理面のケアだけではなく、子どもを取り巻く環
境に働きかける点」と指摘している。子どもの問題
行動の解決にむけ、問題行動の背景因子と環境因子
に着目した取り組みとして法制定以前に文部科学省
は、スクールソーシャルワークの活用の可能性を認
識していたことが分かる。
平成24年 9 月、文部科学省は「『いじめ、学校安
全等に関する総合的な取り組み方針』の策定」を次
のような趣旨のもと、発表している。

次代の我が国を担う子どもの育成を図っていく
上で、その生命・身体を守ることはきわめて重要
であり、これまで以上に学校、教育委員会、国、
さらには家庭や地域も含めた社会全体が一丸と
なって、いじめや学校安全等の問題に取り組んで
いくことが必要。

この方針は「はじめに」と 3 つの柱で構成され、
その第 1 に「いじめの問題への対応強化」がある。
この「基本的な考え方」の中に「いじめの未然防止
のため、日頃から、家庭・地域とも連携し、子ども
の豊かな人間性を育む」取り組みを進めることが掲
げられた。そして、具体的なアクションプランにお
ける「 3．いじめの早期発見と適切な対応を促進す
る」の中で、「スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー等、幅広い人材を活用した、悩みを
相談できる体制等の充実」が明示された。この方針
は概算予算要求に反映され、スクールソーシャル
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ワーカーの倍増が示唆された。
翌25年 6 月、上記法が公布され、同法に基づく「い
じめの防止等のための基本的な方針」が同年10月に
示された。同方針は法の精神に基づき、その「はじ
めに」で次のように述べている。

いじめはいじめを受けた児童生徒の教育を受ける
権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び
人格の形成に重大な影響を与えるのもならず、そ
の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれ
がある

この方針で「いじめ＝権利侵害」と明確に定義し、
国連児童の権利条約第28・29条の規定を遵守するこ
とを確認している。わが国の児童福祉法の直近の改
正（平成28年 6 月）で、同法総則に以下のように掲
げられている。
第１条 全て児童は、児童の権利に関する条
約の精神にのっとり、適切に養育されること、
その生活を保障されること、愛され、保護され
ること、その心身の健やかな成長及び発達並び
にその自立が図られることその他の福祉を等し
く保障される権利を有する。
ここに来てようやくわが国の児童福祉法は国際水
準に到達し、児童の権利に関する条約を批准した国
として、同条約に掲げられている子どもの権利が侵
害されないことを国として目指した施策が展開され
ることが当然とされるに至ったと理解できよう。し
たがって、いじめ被害に晒されることが権利侵害で
あると認識され、その状態から擁護され、権利を回
復することは国連児童の権利に関する条約に照らし
て極めて重大な解決すべき課題であり、子どもの成
長・発達に欠かせないサポートを構築し機能させな
ければならない契機となったと考えられる。

(2) 岐阜県における社会福祉士の関わり
｢いじめの防止等のための基本的な方針」にのっ
とり、岐阜県は福祉の専門家としての社会福祉士の
職能団体である岐阜県社会福祉士会に対して前記し
た専門家の推薦を依頼された。その第 1は「専門医
巡回教育相談派遣事業」である。同事業の目的は「高
等学校の不登校や中途退学・いじめ・暴力行為等の
防止」を目的に「高等学校において巡回教育相談を

行なう」こととされている。事業の形態は「専門的
な見地からの助言」「生徒本人や保護者への教育相
談」「教職員を対象とした研修やケース会議での助
言」とされている。第 2の「いじめ防止対策推進法
にかかる県立学校における学校いじめの防止等対策
組織」構築事業の目的は、学校に外部人材を配置し
「県立学校におけるいじめの防止、いじめの早期発
見及びいじめの対策等に関する措置を実効的に行う
ため、組織的な対応を行なうための中核となる常設
のいじめ防止等の対策のための組織」を構成し、「①
学校基本方針に対する意見、②いじめの相談・通報
の窓口、③いじめに関する情報の収集と記録」を行
なうとされている。同組織の設置当初の状況では、
社会福祉士をいじめ防止等対策組織に迎え入れた県
立学校は「11校」であり、筆者はそのうちの複数校
を担当し、現在に至っている。

(3) ソーシャルワークの教育現場での働き
｢いじめ」と福祉あるいはソーシャルワークとい

う観点から国と岐阜県の方針を確認しておく。
先に示した国の「いじめの防止等のための基本的

な方針」において、「いじめ防止対策推進法制定の
意義」を再考しておくと、冒頭に「いじめの問題へ
の対応は学校における最重要課題の一つであり、一
人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸と
なって組織的に対応すること」が必要とされる。そ
して、いじめ問題の背景に「大人社会のパワーハラ
スメントやセクシュアルハラスメント」などの社会
問題があり、それは「いじめと同じ地平で起こる」
とされている。したがって、いじめの問題は「心豊
かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、
学校を含めた社会全体に対する国民的な課題」であ
り、「社会総がかり」で対峙することが必要な問題
だとしている。「ハラスメント≒嫌がらせ」の先に
は「排除」があり、「排除」は「包摂」や「共生」
と対をなす概念である。ソーシャルワークは、誰も
が安心して安全に住みたいところで住み、豊かに生
きていくことを探求する。そのためにソーシャル
ワーカーは、様々な理論とスキルを駆使して人と環
境に介入するのである。そうした環境づくりのため
の介入が必要であることは、同指針の中でも何回も
登場する。すなわち、同指針の「いじめの防止等の
ために地方公共団体が実施すべき施策（12～21頁）
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には「(3)いじめ問題対策連絡協議会の設置」の
項で、協議会の構成員として「福祉の専門家等」
が例示されている。この記述は、いじめ防止対策推
進法案に対する附帯決議（衆議院文部科学委員会
（6/19）、参議院文教科学委員会（6/20））を参照さ
れている。続く「学校が実施すべき施策」において
も同様な記述があり、「社会総がかり」でいじめ問
題に取り組むという国の姿勢の中で、福祉の視点、
あるいは福祉の専門家は欠かせないと考えられてい
ると思われる。
岐阜県においては、平成26年 3 月 6 日にプレスリ

リースされた「『岐阜県のおけるいじめの防止等の
ための基本的な方針』の策定について」の内容を確
認しておきたい。これをみると「いじめの早期発
見・早期対応」の項目中、「専門家を活用し、教育
相談体制や対応の充実を図る」ために「教育事務所
にスクールソーシャルワーカーを配置」すると明記
している。また、岐阜県は「私立学校への支援」の
項で、「スクールカウンセラーやスクールソーシャ
ルワーカー等専門人材の配置による教育相談体制の
整備」など教育環境の充実のための財政支援を行な
うとしている。なお、いじめ問題への対応について
地方議会での論争に目をやれば、①富山県議会・平
成24年 9 月「スクールソーシャルワーカーの資質向
上、処遇の改善に努めたい」と題される報道の中で、
同教育長は「いじめや不登校等の背景として、両親
の不仲や就労などの家庭問題に起因する場合もあ
り、教員が家庭訪問や保護者との面談を繰り返すと
ともに、踏み込みにくい事例には、スクールソーシャ
ルワーカーと連携して問題の解決に当たっている。」
と答弁している。また②和歌山県橋本市議会・平成
24年 9 月「スクールソーシャルワーカーは福祉的ア
プローチから欠かせない存在」で、同市教育長は
「いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、児童
生徒の問題行動等の問題解決を図るため、児童生徒
と彼らを取り巻く環境に着目し、よりよく学び、育
まれる環境を保障すること」を目的として、スクー
ルソーシャルワーカーを配置し、「スクールソーシャ
ルワーカーは子どもを取り巻く環境に働きかけ、福
祉的なアプローチから欠かせない」と述べている。
国の方針を受けて、岐阜県やその他の教育行政機関
が「いじめ」対策とソーシャルワーカーをリンクさ
せ、その配置を推進してきたことが了解できる。

(4) 実践事例
実際の「いじめ防止対策推進法にかかる県立学校

における学校いじめの防止等対策組織」は、学校毎
で若干名称が異なるが、概ね次のような内容を柱と
した委員会活動が各校年 2回実施されている。
1、○○校いじめ防止基本方針について
2、○○年度いじめに関する調査の結果について
3、○○年度いじめ防止等に関する取り組みにつ
いて（事業計画）
4、その他、学校内見学や教職員との意見交換
同委員会活動の中で議論のあった事項について、

付番ごとに整理し記述しておく。

1 ．いじめ防止基本方針について
・法制定当初は、「重大事態」に関する対応方法に
おいて、学校内委員と外部委員の役割分担が明確
に記述されていないケースもあった。

・学校全体として「人権意識の醸成」は、重点的に
取り組まれていた。

・加害生徒の指導として「成育歴や家庭環境等の背
景を十分に考慮する」と示したケースがある。
2．いじめに関する調査結果について

・「今後の指導にどう活かすか」という観点から、
「記名/無記名」の議論と結論が学校ごとで分かれ
るケースがあった。

・新学期には「人間関係」が構築できておらず、
「いじめ」件数が増加する傾向にあった。
・学年が進行し、卒業年次の後半ではほとんど「い
じめ」は認められなかった。

・被害者への対応はよく検討されている一方で、加
害者への指導やサポート方法が不明確であるケー
スもあった。

・「いじめの潜在化」があるのではないかという指
摘があった。

・「いじめを見た」という児童生徒に対するケアを
用意していく必要があるケースもあった。

・「本人の訴えの尊重」は、保持されていた。
・「嫌がらせ認知件数」や「特別指導事案」など、
外部者には理解しづらいカテゴリーもあった。

・「いじめ」件数等に学校間格差があった。
3．いじめ防止等に関する事業計画

・委員会の開催時期については、アンケート調査結
果を踏まえて調整された。
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・ＰＴＡを通して、学校の取り組みを発信している
学校もあった。
・自己肯定感を高めるような「居場所づくり」が、
いじめ防止には有効だと考えられていた。
4．教職員との意見交換

・「いじり」「ふざけ」と「いじめ」の区別が議論と
なることもあった。
・中学時代からの「荒れ」がそのまま高校に持ち込
まれる学年があり、対応に苦慮している。それと
リンクして「荒れ」のある学年で「不登校」が多
いというケースがあった。

・「荒れ」への対応として「家庭環境」へのアプロー
チを検討しながら、業務上時間上の制約があり、
対応できないというケースもあった。
・「荒れ」に対する親指導を検討しても、親が来校
しないというケースがあった。
・「ネットいじめ」への対応に苦慮しているという
ケースがあった。
・「未然防止」が上手くいっている事例がほしいと
いう意見があった。
・「議事録（会議の記録）の作成」という点が浸透
していないケースがあった。
・先生方の「メンタルヘルス」にも留意が必要な
ケースが見受けられた。
・学校内では「スマホの使用禁止」が可能だが、学
校外での対応に苦慮するケースがあった。
・「何気ない言動」が友達を傷つけ、「嫌がらせ」と
認識されてしまうケースがあった。
・対象生徒（被害者/加害者）以外の生徒への指導
をいかに行うのかという指導法に苦慮するケース
があった。
・保護者支援の方法に戸惑うケースがあった。
・「道徳の教科化」に伴って「いじめ」を如何に取
り扱うかを議論するケースがあった。
以上をまとめると「①いじめ防止基本方針につい
て」は、法制定当初は外部委員の役割が不明確な場
合もあったが、徐々に改善された。「②いじめに関
する調査結果」では、生徒を特定できるようにする
「記名」式にすると「いじめの潜在化」が生じる可
能性を否定できない。また新学期には「人間関係」
の構築が十分ではなくためか、「いじめ」件数が増
加する傾向は続いている。一方、学年が進行し年次
の後半では新規の「いじめ」は認められなくなる傾

向にあった。「いじめ」件数等に学校間格差があり、
地域性も影響する可能性を否定できなかった。「③
いじめ防止等に関する事業計画」は、毎年次一定の
内容で定着してきている。「④教職員との意見交換」
においては、次のようないくつかの留意すべき事項
が今後の課題として残されている。
・「いじり」「ふざけ」と「いじめ」の区別。
・中学時代からの「荒れ」が高校に持ち込まれる学
年への対応。

・「家庭」（とくに加害者）へのアプローチが、時間
や人手の不足によりできないケース。

・親指導を検討しても、親が来校しない場合の対応
・「ネットいじめ」（とくに学校生活外）への対応
これらの課題は、国が平成28年 3 月から同年 6月

に行なった「いじめ防止対策推進法の施行状況に関
するヒアリング調査」の結果のまとめにおいても同
様に指摘されている事柄であった。アンケート調査
のまとめをみると、いじめの防止・発見には「学校
内の教職員の認識の共有」や「共通認識作りの継続
あるいは若手教員への伝承」並びに「学校と保護者
の信頼関係の構築」「有効な教育委員会の働きかけ」
等がキーとなるだろうと推察できる。

(5) 小 括
わが国においていじめに関わる法が制定される前

後において、国の期待と法に基づく施策の実際を例
にとり、子どもの教育を受ける権利を擁護するいじ
めへの対応～発見・防止・その後の対応について、
社会福祉士等ソーシャルワークを担う者が、如何に
位置づけられ、具体的な機能が発揮されることを期
待されているのかを確認してきた。しかしながら、
ここまでの整理では社会福祉士等ソーシャルワーク
を担う者が、いじめ防止施策における国や地方の教
育行政機関の期待に十分に応えられてきたという確
証は得られていない。それは表１からも垣間見られ
ることである。スクールソーシャルワーカー活用事
業におけるスクールソーシャルワーカーに期待され
る役割として、表 1の備考に示したように①～⑥が
ある。都道府県・指定都市・中核市からの報告案件
が「効果のあった 2ケースのみ」という制約がある
というものの、表 1をみると「②いじめ」へのスクー
ルソーシャルワーカーの効果が報告されている案件
は「 1件のみ」であった。
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表１ 平成27年度スクールソーシャルワーカー活用事業の効果

出典：文部科学省「平成27年度スクールソーシャルワーカー活用事業実践活動事例集」より筆者作成

中部学院大学・中部学院大学短期大学部 教育実践研究第 2巻(2017）139－148

― 144 ―

ID 教育委員会名
活 用 事 例 SSW

配置数 ID 教育委員会名
活 用 事 例 SSW

配置数① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

都

道

府

県

北海道 ○ ○ 39

指

定

都

市

札幌市 ○ ○ ○ 9
青森県 ○ ○ ○ 18 千葉市 ○ ○ ○ 4
秋田県 ○ ○ 4 横浜市 ○ ○ ○ 19
山形県 ○ ○ 24 川崎市 ○ ○ ○ 8
茨城県 ○ ○ ○ 10 相模原市 ○ ○ ○ 5
栃木県 ○ ○ ○ ○ ○ 10 新潟市 ○ ○ ○ 2
群馬県 ○ ○ ○ ○ 5 静岡市 ○ ○ ○ ○ 8
埼玉県 ○ ○ ○ 63 浜松市 ○ ○ ○ 9
千葉県 ○ ○ ○ ○ 7 名古屋市 ○ ○ 13
東京都 ○ ○ ○ 136 京都市 ○ ○ ○ ○ 23
神奈川県 ○ ○ ○ 24 大阪市 ○ ○ ○ ○ 6
新潟県 ○ ○ ○ ○ 5 堺市 ○ ○ 8
富山県 ○ ○ 33 神戸市 ○ 1
石川県 ○ ○ 18 広島市 ○ ○ 8
福井県 ○ ○ 16 北九州市 ○ ○ ○ 8
山梨県 ○ ○ ○ 13 福岡市 ○ ○ ○ 25
長野県 ○ ○ ○ ○ 8 熊本市 ○ ○ ○ ○ 6
岐阜県 ○ ○ ○ 5

中

核

市

旭川市 ○ ○ ○ 1
静岡県 ○ ○ ○ ○ 24 宇都宮市 ○ ○ ○ ○ 2
愛知県 ○ ○ ○ 2 前橋市 ○ ○ 1
三重県 ○ ○ ○ ○ 8 高崎市 ○ ○ ○ 3
滋賀県 ○ ○ ○ ○ ○ 11 川越市 ○ ○ 2
京都府 ○ ○ 47 越谷市 ○ ○ 3
大阪府 ○ ○ ○ ○ 35 八王子市 ○ ○ 2
兵庫県 ○ ○ 9 横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○ 2
奈良県 ○ ○ ○ 3 富山市 ○ 8
和歌山県 ○ ○ 23 金沢市 ○ ○ 3
鳥取県 ○ ○ ○ 26 長野市 ○ ○ 1
島根県 ○ ○ 29 岐阜市 ○ ○ ○ ○ ○ 2
岡山県 ○ ○ ○ ○ ○ 28 豊橋市 ○ ○ ○ 2
広島県 ○ ○ 10 豊田市 ○ ○ 4
山口県 ○ ○ ○ 82 豊中市 ○ ○ ○ 4
香川県 ○ ○ 45 高槻市 ○ ○ ○ ○ 22
愛媛県 ○ ○ ○ 25 枚方市 ○ ○ ○ 2
高知県 ○ ○ 54 東大阪市 ○ ○ 6
福岡県 ○ ○ ○ 18 尼崎市 ○ ○ 6
佐賀県 ○ ○ ○ ○ 15 西宮市 ○ ○ ○ ○ 2
長崎県 ○ ○ 27 和歌山市 ○ ○ ○ ○ 2
熊本県 ○ ○ 21 下関市 ○ ○ 8
宮崎県 ○ ○ ○ 7 高松市 ○ ○ ○ 12
鹿児島県 ○ ○ 3 久留米市 ○ ○ ○ ○ ○ 4
沖縄県 ○ ○ 20 長崎市 ○ ○ ○ 9

備考：活用事例区分丸数字は次の区分による
①貧困対策 ②いじめ ③不登校 ④児童虐待
⑤暴力行為 ⑥その他

大分市 ○ ○ ○ 5
宮崎市 ○ ○ 2
鹿児島市 ○ ○ ○ ○ ○ 4
計 67 1 73 35 23 56 1,296



国や教育行政機関からの理論的な期待とは裏腹
に、「いじめ」に関してスクールソーシャルワーク
が十分に効果的に機能していないのはなぜなのか、
その点に焦点を当てて以下の考察を行なう。

Ⅳ．考 察

(1) 当事者の視点から
朝日新聞（2015）「いじめ どう考えますか？」で、

「ストップいじめ！ナビ」の荻上へのインタビュー
がまとめられている。荻上はいじめの中身が、学年
が上がるにつれ「暴力系」から「コミュニケーショ
ン操作系」に変化すると指摘している。この特徴を
踏まえた対象方法を教育し、先生やソーシャルワー
カーなど信頼できるようになり、悩みを打ち明けら
れるようになることが重要だと指摘している。ま
た、いじめが起こる「ホットスポット」に着目し、
そういう時間帯や場所に「地域の目」を組み込んで
いくことが必要ではないかという。さらに、いじめ
による自殺が多発していることに対し「逃げる先」
も必要で、その意味での「居場所」の確保を急ぐべ
きという。全国web カウンセリング協議会（http）
によれば、子どもたちが死に至るような重大な事案
は平成元年から平成27年末までに「70件」に及んで
いる。喫緊の対応が必要だろう。子どもを亡くした
遺族らの取り組みとして NPO 法人エンジェルハー
トプロジェクトがある。エンジェルハート（http）
は2003年 3 月に法人化し「やさしい心」を伝える活
動を行っている。同法人は「いじめ」の本質は「加
害側の心の問題」にあると考え、加害側の心に寄り
添うことなしに「いじめ」の問題の解決はないと考
えている。活動の目標は、予防による「いじめ」の
抑止であり、厳罰化や規則、「やられたらやり返せ」
といった風潮を煽ることではないという。いじめと
は「心と体に対する暴力」と定義し、いじめは「人
の権利・生きる力を奪う、決して許されない行為」
であると考えられている。同法人（2014）は子ども
の異変に親が早く気づくためのガイドラインを作成
し、自衛の手段、訴訟へ備えることの重要性を説く。
ソーシャルワーカーが期待される役割を果たし、機
能するためにはこうした当事者の声と取り組みを正
確に受け止め、戦略・戦術を立て、効果的に取り組
むスキルと修得していなければならないだろう。

(2) 研究者の視点から
いじめに対応するスクールソーシャルワークの議

論は、山屋（2008）が初の論考だろう。しかしなが
ら、上記の当事者の視点やニーズに十分応えられる
考察とはなり得ていない。ここでは CiNii-NII 論文
情報ナビゲータ（国立情報学研究所）で検索キー
ワード「いじめ＆スクールソーシャルワーク」ある
いは「いじめ＆スクールソーシャルワーカー」で
検索できた、その後の論考を用いて検討していき
たい。該当論文はわずかに14本であった。2008年度
のスクールソーシャルワーカー活用事業の制度化以
降、スクールソーシャルワークに関する論文が激増
した中では、あまりにも乏しい。これが上記の結果
と結びついているのかもしれない。では、その内容
を吟味する。
加藤（2009）は、環境の側の変化を促すように周

囲の人々に働きかける点に社会福祉の専門職の特徴
を見いだし、今後のスクールソーシャルワーカーの
役割とは、学校で起きる問題に子どもの視点から関
わることや、家庭や学校の間をつなぐ触媒だと指摘
した。この指摘は、如何に子どもの権利擁護を進め
るかという視点からなされたものであり、問題行動
をなすと見なされた児童生徒への体罰や登校禁止、
退学処分などを巡る対立を解きほぐし、子どもの権
利を擁護するスクールソーシャルワーカーに求めら
れる役割を示唆している。また、いじめ案件にも言
及し、いじめに該当する出来事が関係者の認識の出
発点から対立があり、その対立を解消することが難
しいので、いじめに係る認識の一致を見いだすよう
な調整こそが重要だとしている。スクールソーシャ
ルワーカーの役割は、子どもの気持ちや思いを受け
止め、子どもが感じていることや伝えたいと思って
いることを、子どもが回りの人たちに伝えていける
ように手助けをする役割や、子どもの声を聴いた周
囲の大人が子どものために良い解決をめざして力を
合わせられるように仲立ちをする役割が重要なので
あると指摘した。これを踏まえて野田（2012）は
「家庭環境の改善といじめや不登校の問題解決に加
え、保護者の子育て支援、学校と家庭の信頼関係の
構築等、子どもを取り巻く幅広い環境の整備が必要
であり、その為にはスクールソーシャルワーカーの
職務を学校に導入することが必要である。」とまと
めている。田中（2014）は、いじめ問題を解決する
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ために多くの識者が様々な議論を展開してきたが、
今日において未だに解決に至っていない現状がある
ので、スクールソーシャルワークが学校に導入され
ることは、いじめ問題をはじめとする子どもの問題
に、新たな視点を提供し問題解決の一助となろう。
それは、いじめ問題の背景には社会環境要因が存在
し、その解決にはスクールソーシャルワークをはじ
めとする社会福祉の専門知識が必要であるからだと
いう。スクールソーシャルワーカーが必要なのでは
なく、その機能、働きが必要なのだという指摘に注
視しておきたい。では、スクールソーシャルワーク
という働きはいじめへの対応に有効なのか、議論を
続けよう。
山下（2013）は、これまでのいじめ問題の対応が

「当事者である子どもたちが議論の輪の中から排除」
され、「大人たちだけが自らの価値基準に沿って対
策を講じ実施」してきたのであり、その過程で「子
どもたちは無能な存在として見なされ、ひと言も発
言する機会を与えられることはなかった。」と批判
的である。こうした「従来のいじめ対策の限界」を
認識し、新たな対応を次のような視点からなすべき
という。

いじめを受けた子：「心のケア」を受け、そ
こで終わるわけであるが、自らが受けた傷や痛
みをいじめた相手に伝えることもできず、まし
て謝罪を受ける機会も失ってしまう。そのこと
が、いじめを長年に及ぶトラウマとして抱え込
んでしまう結果となりうる。
いじめた子：いじめた子の非を責め、懲罰を
加えたり排除したりして落ち着かせようとす
る。しかし、いじめの再発を防止するためには、
彼・彼女がいじめに至った背景を探り、行動を
理解すると同時に、自分自身がしたことの意味
と影響を理解するように手助けすることが必要
である。
山下の指摘は、前出の論者と同様であり、かつ被
害者と加害者の双方をサポートの対象として明確に
位置づけた点で新しい。そして山下は「深刻な事態
が生じたときに場当たり的な対策を講じるのではな
く、いじめが日常化していることを前提に、持続的
な方針を立て、具体的な対策が取り入れられる必要
がある。」とする。スクールソーシャルワークの真
の目的とは、「子どもたちがいじめをしたり受けた

りすることのない、安全で安心な学校環境の構築に
寄与することである。そのために、彼らの声を聴き
届け、有する力を発揮できる条件作りに参加し、学
校コミュニティの人々の力を結集すべく協働するこ
とだ。」という。山下の見解はニュージーランドで
浸透している修復的対話の方法から導かれている
（山下：2010）。安全で安心な学校環境について佐々
木（2015）は①学校・学級の状態、指導・支援体制
を点検し、課題と強みを分析すること、②生徒会活
動等、子ども主体の教育活動の取り組みの状況につ
いて点検し、課題と強みを分析すること、③学校と
家庭、地域との関係性の課題と強みを分析すること、
④①～③の改善や発展に必要な取組みを計画するこ
と、⑤④の計画を着実に実行すること、が必要だと
構造化し、ゆえにマネジメント機能を保持するソー
シャルワーク機能が必要だという。また、山野
（2015）は川崎中１殺害事件後に「もしもスクール
ソーシャルワーカーが介入していたら」どのような
介入をするのか、という問いに、次のように応じて
いる。
スクールソーシャルワーカーは、いじめる側の
子どもの原因背景からその環境をケアするだけ
ではなく、被害者の保護者対加害者の保護者、
担任対クラスの保護者、担任対管理職などの対
立構造にも注目し、それぞれに対して手立てを
考える。

ここでもキーとなるスクールソーシャルワークの
関わりは「背景と環境」へのアプローチである。
未だ研究途上の論考ではあるが、いじめ防止対策

に関する直近の論考として佐藤（2016）と牧野（2016）
を取りあげる。佐藤は、国際社会におけるいじめ防
止に関するキー要素として① SEL(Social Emotional
Learning：社会性と情動の学習）、②規範・ルール、
③教育、④スーパービジョン、⑤エコロジカル・ア
プローチ、⑥システム化に分類している。今後のス
クールソーシャルワークは、いじめが長期間に及ぶ
トラウマや、いじめ自殺など侵襲性が高く、人の人
生や命にかかわる大きな問題であることを認知し、
心のケアや個の尊重、パートナーシップ（寄り添
い・伴走）といった支援機能が重要となる。その
ためにも、いじめ対策は環境風土づくりが重要であ
り、ソーシャルアクション機能（社会環境への働き
かけ）が求められてきているという。近年のいじめ
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対策は、当事者だけへの働きかけから、学校・家庭・
地域も含めた全校的取り組みへのシフトや、諸科学
やメソッドの統合化など包括的なアプローチが必要
と指摘している。最後に牧野（2016）は山下の修復
的対話のいじめへの適応可能性を実践の場面で実証
しようとする試みを報告している。牧野の試みは、
実証を踏まえたマニュアル作りへと伸展させる試み
であるが、未だエビデンスとしての蓄積は十分とは
いえまい。

(3）教育行政の視点から
文部科学省・教育相談等に関する調査研究協力者
会議（2016）は、平成28年 3 月以降 4回にわたるワー
キングチームを開催し「スクールソーシャルワー
カーワーキングチーム報告書」をまとめている。こ
のなかで「スクールソーシャルワーカーの職務」を
大きく 2つに整理している。
１．「不登校、問題行動、虐待等の未然防止・
早期発見」に係る職務であり、学校、地域の
現状を把握し、関係機関との連携体制の構築
や、児童生徒の生活･学習環境のより一層の向
上に向けた取り組みや支援策を立案すること
2．「不登校、問題行動、虐待等が生じた場合
等の個別対応、緊急対応」に係る職務であり、
個別事案に対し、児童生徒および保護者等の
状況の把握、支援策の立案、ケース会議での
検討、関係機関と連携した支援の実施及び見
直し、学校に対する提案･助言等

ワーキングチームの報告書をみると「いじめ」と
いう文言は全く見当たらない。報告書における児童
生徒集団へのグループワークに関する記述における
スクールソーシャルワーカーの役割についても、「仲
間づくり」や「交流」が期待されており、山下や牧
野がめざす「被害者と加害者の対話の促進」という
機能への言及はない。

Ⅴ．総合考察と今後の課題

本稿は、児童生徒の教育を受ける権利を擁護する
スクールソーシャルワークによるいじめ対策への働
きかけの実際について、国並びに岐阜県等における
状況やスクールソーシャルワークに関する実践並び
に研究の動向を吟味してきた。その結果次のことが

示唆された。
いじめの背景には、いじめをする子どもを取

り巻く環境を理解し、その改善を働きかけるこ
とが必要であるという認識のもと、環境に働き
かけ、その状況に変化をもたらすことを専門性
とするソーシャルワークヘの期待が高まった。
このような認識の高まりは、ソーシャルワーク
研究者の理論研究により後押しされ、文部科学
省をはじめとする教育行政機関がソーシャル
ワークの必要性を認知した形で法や基本方針に
盛り込まれるに至った。
しかし、現状としてスクールソーシャルワー

クが効果的に「いじめ」の問題解決に機能して
いるかというと十分ではない。その背景とし
て、①「いじめ」に対応できるスクールソーシャ
ルワークを十分に機能させられる人材の育成が
進んでいないこと、②「いじめ」を解決するた
めに有効に機能する技術がエビデンスを踏まえ
た形で構築されていないこと、③スクールソー
シャルワークは関係調整と環境整備に比重がお
かれ、「いじめ」の理解が深化したことによる
期待される働きに変化が生じたことへの対応が
不十分であったためだと考えられる。

そのような中で、被害を受けた子どもも、加害者
となってしまった子どもも、すべての子どもが教育
を受ける権利を擁護され、安心して安全に学べる、
いられる学校という「居場所」を構築するという観
点から、山下や牧野が進めている「修復的対話」と
いうアプローチは、一人の排除者も出さないソーシャ
ル・インクルーシブな理念に叶う実践であり、伸展
させなければならない手法の一つではないかと考え
る。今後の課題として「修復的対話」の「いじめ」
対策への可能性を追求するとともに、さらなるアプ
ローチを当事者目線で検討していきたいと考える。
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